
  

 

 

 

 

 

休暇を取得して「秩父夜祭」に出かけましょう！ 

－「ちちぶワークライフバランス連絡会議」が呼びかけ－ 

 

埼玉労働局（局長 代田雅彦）では、秩父地域の自治体や事業者団体と連携し、「ちちぶワ

ークライフバランス連絡会議」を立ち上げ、長時間・過重労働、賃金不払残業、パワーハラ

スメントなどの問題に取り組んでいるところです。現在、その活動の一環として、12月２・

３日の「秩父夜祭」における休暇取得の促進を呼びかけています。 

別添のとおり、ポスター及びリーフレットを作成し、秩父地域を中心として掲示・配布を

行い、「秩父夜祭」における休暇取得を促進することにより、仕事と生活の調和を推進するこ

ととしています。 

なお、先月 29日にお知らせしたとおり、11月 28 日（木）に、ナチュラルファームシティ

農園ホテル（秩父市）で「ちちぶワークライフバランス・セミナー」を開催し、103 名の参

加を得て、長時間労働の抑制、賃金不払残業の解消、パワーハラスメントの防止等について

研修を行ったところです。 

埼玉労働局では、年次有給休暇などを活用して、家族とふれあう時間を作っていただき、

仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を図る環境づくりに取り組むこととしています。 

 

１ 「秩父夜祭」について 

   「秩父夜祭」（ちちぶよまつり）は、秩父神社の例大祭で、豪華絢爛な笠鉾・屋台

の曳き廻し、豪壮な屋台ばやし、夜空を彩る花火、屋台芝居、曳き踊りなどが有名

で、12月２日、３日に開催されます。 

クライマックスである３日の本祭では、学校は休みとなり、企業でも休日・休暇を

取ることが多くなっています。 

 

２ ちちぶワークライフバランス連絡会議 

○秩父地域の自治体・事業者団体と労働行政が連携して、秩父地域の特性を活かし、仕

事と生活の調和の推進を図るため、長時間労働の抑制、賃金不払残業の解消、パワー

ハラスメントの防止、休暇取得促進等について協議・検討を行うことを目的としてい

ます。 

○構成員 

（地方自治体）秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 

（事業場関係者）一般社団法人秩父地区労働基準協会 

（労働行政）秩父労働基準監督署、埼玉労働局 
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※ 年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの分については、労使協定を結べば、計画的に

　 休暇取得日を割り振ることができる制度です。

○経営トップが休暇取得促進を呼びかけましょう。

○年次有給休暇の「計画的付与制度」（※）を活用しましょう。
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労使が協力して休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう！



　近年、長時間・過重労働、賃金不払残業、パワーハラスメントなどの

「ブラック企業」が問題となっています。秩父地域ではこういった問題をなくし、

「働く人にやさしく、すみやすいまち」を目指します。

労働時間の違反　埼玉県　違反率 24.1％　→　ちちぶでは　違反率 19.2％

時間外手当に関する違反　埼玉県　違反率 13.3％　→　ちちぶでは　違反率 9.6％

　※埼玉労働局「平成 24 年の監督指導結果」

ちちぶ地域では、自治体（ 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 ）、事業者団体

（ 秩父地区労働基準協会 ）、労働行政（ 秩父労働基準監督署、埼玉労働局 ）が連携して「ち

ちぶワークライフバランス連絡会議」を立ち上げ、セミナーや周知活動に取り組むことによ

り、仕事と生活の調和を推進し、働く人にやさしく、すみやすいまち「ちちぶ」を目指します。

監督実施事業場のうち、月 80 時間を超える時間外労働を

行っている事業場の割合　埼玉県 9.9％

　※埼玉労働局

　　「平成 25 年４～７月における監督指導結果」より集計

厚生労働省　埼玉労働局 / ちちぶワークライフバランス連絡会議

休暇を取得して 12月２日及び３日の 「秩父夜祭」 に出かけましょう！休暇を取得して 12月２日及び３日の 「秩父夜祭」 に出かけましょう！

労働基準関係法令違反の状況労働基準関係法令違反の状況

長時間労働の状況長時間労働の状況

埼玉県の労働紛争件数 15,864 件のうち「いじめ、嫌がらせ」に関する件数は 2,102 件　13.3％

　※埼玉労働局「平成 24 年度個別労働紛争解決制度施行状況」

パワーハラスメントに関する相談パワーハラスメントに関する相談

ちちぶワークライフバランス連絡会議ちちぶワークライフバランス連絡会議

埼玉県　違反率 66.0％　→　ちちぶでは　違反率 48.5％
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※埼玉県労働局「平成 24 年の監督指導結果」
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